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米
国
の
実
質
株
主
の
透
明
化
の
た
め
の
制
度

〜
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
とForm

1
3
F

〜

福
本　

　

葵

１　

は
じ
め
に

　

令
和
五
年
一
二
月
二
五
日
、
金
融
審
議
会
「
公
開
買
付
制
度
・
大
量
保
有
報
告
書
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」
が
発
表

さ
れ
た
。
当
該
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
取
り
扱
っ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
目
は
、
公
開
買
付
制
度
、
二
つ
目
が
大
量
保
有
報
告
書
制

度
、
三
つ
目
が
実
質
株
主
の
透
明
性
で
あ
る
。

　

現
行
の
日
本
の
制
度
で
は
、
株
主
名
簿
や
有
価
証
券
報
告
書
等
の
大
株
主
の
状
況
に
関
す
る
開
示
に
よ
っ
て
、
発
行
会
社
や
そ
の

株
主
は
、
株
主
名
簿
上
の
名
義
株
主
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
日
本
版
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
制
度

の
導
入
に
よ
り
、
株
主
名
簿
に
は
資
産
管
理
信
託
銀
行
が
並
び
、
閲
覧
し
て
も
議
決
権
の
指
図
権
限
を
有
す
る
実
質
株
主
を
把
握
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
実
質
株
主
に
つ
い
て
は
、
五
％
以
上
の
大
量
保
有
報
告
書
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
場
合
を
除
き
、

発
行
会
社
や
株
主
が
こ
れ
を
把
握
す
る
制
度
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
大
量
保
有
報
告
書
制
度
の
提
出
遅
延
が
相
次
い
で
お
り
、
こ

れ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
日
本
に
は
諸
外
国
に
見
ら
れ
る
大
量
保
有
報
告
書
制
度
の
違
反
者
に
対
す
る
議
決
権
行
使
の
停

止
等
の
制
度
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　

近
年
の
同
意
な
き
買
収
の
増
加
や
株
主
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
強
化
等
、
発
行
会
社
に
は
実
質
株
主
を
特
定
し
た
い
と
す
る
様
々
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な
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
発
行
会
社
で
は
、
そ
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
費
用
を
支
払
っ
て
実
質
株
主
判
明
調
査
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
自
ら
が
提
案
す
る
株
主
提
案
に
賛
同
を
得
る
た
め
等
、
株
主
に
と
っ
て
も
実
質
株
主
を
特
定
し
た
い
と
す
る
ニ
ー

ズ
が
あ
る
。
一
方
、米
国
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、実
質
株
主
を
特
定
す
る
制
度
が
存
在
す
る
。
米
国
は
、証
券
預
託
機
関
の
Ｄ
Ｔ
Ｃ
（the 

D
epository T

rust C
om

pany

）
の
制
度
で
あ
る
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ
（O

bjecting B
eneficial O

w
ners

）
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
（N

on 

O
bjecting Beneficial O

w
ners

）
制
度
お
よ
びSecurities and Exchange Com

m
ission

（
以
下
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
のForm

13F

が

あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
七
九
三
条
に
規
定
さ
れ
る
、
発
行
会
社
に
よ
る
実
質
株
主
開
示
請
求
制
度
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
米
国
の
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
制
度
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
のF

orm
13F

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
Ｄ
Ｔ
Ｃ
の
行
う

証
券
決
済
制
度
と
実
質
株
主
の
透
明
化
の
関
係
に
つ
い
て
、
日
米
制
度
を
比
較
し
て
考
察
す
る
。

２　

米
国
の
証
券
決
済
制
度
と
実
質
株
主
透
明
化
の
必
要
性

　

一
九
六
七
年
か
ら
一
九
六
八
年
に
生
じ
た
ペ
ー
パ
ー
・
ク
ラ
イ
シ
ス
を
契
機
に
一
九
七
三
年
、
証
券
の
預
託
機
関
で
あ
る
Ｄ
Ｔ
Ｃ

が
設
立
さ
れ
、
現
在
に
続
く
証
券
決
済
制
度
が
確
立
す
る
。
Ｄ
Ｔ
Ｃ
の
決
済
制
度
と
日
本
の
証
券
振
替
決
済
制
度
の
大
き
な
違
い
の

一
つ
が
、
株
主
を
把
握
す
る
方
式
に
あ
る
。

　

米
国
の
方
式
は
間
接
方
式
と
呼
ば
れ
、
株
主
名
簿
上
に
は
、
証
券
会
社
等
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
が
記
載
さ
れ
る
た
め
、
発
行

会
社
は
最
終
投
資
家
で
あ
る
実
質
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
日
本
の
証
券
振
替
決
済
制
度
に
お
い
て

は
、
発
行
会
社
が
最
終
投
資
家
を
特
定
で
き
る
直
接
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
間
接
方
式
の
方
が
簡
便
で
安
価
で
あ
る

が
、
日
本
で
は
振
替
決
済
制
度
導
入
の
際
に
発
行
会
社
か
ら
の
強
い
要
望
に
よ
り
、
直
接
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。

　

米
国
で
は
、
既
に
ペ
ー
パ
ー
・
ク
ラ
イ
シ
ス
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
す
る
早
期
の
対
応
が
望
ま
れ
た
。
ま
た
、
Ｄ
Ｔ
Ｃ
に
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よ
る
集
中
決
済
制
度
導
入
の
前
か
ら
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
で
株
式
を
所
有
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
た
め
、
間
接
方
式
が
採
用
さ
れ

た
。
つ
ま
り
、
物
理
的
な
株
券
の
移
動
を
排
除
し
、
証
券
取
引
を
集
中
さ
せ
る
た
め
の
預
託
機
関
お
よ
び
清
算
機
関
の
創
設
が
急
務

で
あ
っ
た
。

　

制
度
成
立
後
間
も
な
く
の
一
九
七
六
年
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
よ
り
発
表
さ
れ
た"Street N

am
e Study"

は
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
の
所

有
権
が
物
理
的
な
株
券
の
譲
渡
を
必
要
と
せ
ず
に
証
券
取
引
を
促
進
す
る
か
ど
う
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
が
、そ
こ
に
お
い
て
も
、

預
託
制
度
に
は
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
の
活
用
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
生
じ
た
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
は
、
一
九
七
七
年
の
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt 

Practices A
ct, 

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
の
制
定
に
つ
な
が
り
、
取
締
役
選
任
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
一
九
七
三
年
に

Ｄ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
新
た
な
決
済
制
度
が
始
ま
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
Ｄ
Ｔ
Ｃ
の
決
済
制
度
で
は
把
握
で
き
な
い
実
質
株
主
を
特
定
す
る

ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
を
見
せ
る
。
米
国
で
は
、
実
質
株
主
を
特
定
す
る
制
度
に
は
二
つ
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
Ｄ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／

Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
制
度
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
るForm

13F

で
あ
る
。

３　

Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
ＢO

制
度

①　

Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
制
度
の
概
要

　

株
式
の
預
託
機
関
で
あ
る
Ｄ
Ｔ
Ｃ
が
行
う
決
済
制
度
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ
と
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
内
に
口
座
を
開
設
す
る
際
に
発
行

会
社
に
対
し
株
主
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
株
主
で
あ
り
、
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
は
そ
れ
を
許
可
し
た
株
主
で
あ
る
。
本
制
度
は
、

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
名
義
株
主
と
実
質
株
主
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
格
差
を
是
正
す
る
目
的
で
創
設
さ
れ
た

（
１
）。し

か
し
、

そ
の
一
方
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
に
、
情
報
を
開
示
す
る
か
否
か
は
株
主
に
よ
っ
て
任
意
と
し
た
。
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本
制
度
は
、
矛
盾
し
た
二
つ
の
目
標
に
対
処
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
妥
協
案
で
あ
っ
た
。
第
一
の
目
標
は
、
実
質
株
主
に
発
行

会
社
の
議
決
権
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
経
営
陣
の
説
明
責
任
が
よ
り
高
ま
る
た
め
、
発
行
会
社
と
最
終
的
な
所
有
者
と
の
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
化
す
る
こ
と
で
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

（
２
）、

第
二
の
目
標
は
、
株
券

を
固
定
化
し
（
つ
ま
り
、
物
理
的
な
株
券
の
移
転
を
排
除
す
る
）、
証
券
取
引
の
た
め
の
集
中
決
済
制
度
を
創
設
す
る
と
い
う
議
会

決
定
事
項
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
経
営
者
に
対
す
る
監
視
強
化
の
た
め
に
は
、
実
質
株
主
に
議
決
権
の

行
使
を
促
し
、
発
行
会
社
と
実
質
株
主
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
Ｄ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
集
中
決
済

制
度
の
た
め
に
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
の
仲
介
機
関
を
介
し
、
最
終
的
な
投
資
家
は
仲
介
機
関
の
下
部
に
位
置
す
る
階
層
構
造
を
有
す
。

そ
の
た
め
、
発
行
会
社
は
実
質
株
主
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
制
度
に
お
い
て
は
、
発
行
会
社
は
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
に

つ
い
て
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
金
融
仲
介
業
者
に
対
しN

O
B
O
 request

と
い
う
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
発
行
会
社
が

N
O
B
O
 request

を
行
っ
た
場
合
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
金
融
仲
介
業
者
は
、
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
氏
名
、
住
所
、
持
株
残
高
等
が
記
さ
れ
た

N
O
BO

 List

を
五
営
業
日
以
内
に
発
行
会
社
に
提
出
す
る
義
務
を
有
す
る
。
そ
の
費
用
はN

Y
SE rule 465

に
規
定
さ
れ
て
い
る
が

（
３
）、

当
該
費
用
は
株
主
が
多
い
と
高
額
に
な
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
実
務
で
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
金
融
仲
介
業
者
は
こ
の
業
務
を
、

さ
ら
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
委
託
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
発
行
会
社
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
直
接
請
求
す
る
。
こ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業

務
の
大
半
は
ブ
ロ
ー
ド
リ
ッ
ジ
が
担
っ
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
で
は
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
に
関
係
な
く
、
発
行
会
社
か
ら
実
質
株
主
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
や

仲
介
者
を
通
じ
て
行
う
。
発
行
会
社
が
直
接
、
議
決
権
行
使
書
等
を
送
付
す
る
こ
と
は
な
い
（N

Y
SE Rule 451, 452

）。
こ
れ
ら

の
書
類
を
株
主
に
送
付
す
る
の
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
で
あ
る
が
、
発
行
会
社
は
送
付
に
か
か
っ
た
費
用
を
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
支
払
う
。
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こ
の
費
用
は
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
（N

Y
SE R

ule 465

）。
実
務
で
は
、
こ
れ
ら
の
送
付
も
ほ
と
ん
ど
が
ブ
ロ
ー

ド
リ
ッ
ジ
を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
、
ブ
ロ
ー
ド
リ
ッ
ジ
は
発
行
会
社
か
ら
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
支
払
わ
れ
た
手
数
料
の
う
ち
の
一
部
を
受

け
取
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業
務
を
含
め
、
米
国
上
場
株
式
の
株
主
に
対
す
る
書
類
送
付
業
務
の
八
〇
％
以
上
は

ブ
ロ
ー
ド
リ
ッ
ジ
が
行
っ
て
お
り
、
競
争
相
手
は
極
端
に
少
な
い

（
４
）。

こ
れ
が
、
高
額
、
時
間
が
か
か
り
、
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
批
判
が
あ
る
。

　

発
行
会
社
は
、
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
等
の
株
主
総
会
関
連
書
類
を
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
に
直
接
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
議
決
権
行

使
書
は
直
接
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。実
際
に
は
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
だ
け
を
発
行
会
社
か
ら
先
に
送
付
す
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
発
行
会
社
は
、
関
連
す
る
仲
介
業
者
が
実
際
に
必
要
に
応
じ
て
委
任
状
資
料
を
転
送
し
た
こ
と
を
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
に
確
認
し
た
り
、

Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
に
議
決
権
行
使
を
奨
励
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る

（
５
）。

②　

制
度
設
立
の
経
緯

　

一
九
六
〇
年
代
の
後
半
に
起
こ
っ
た
ペ
ー
パ
ー
・
ク
ラ
イ
シ
ス
に
よ
り
、
証
券
決
済
制
度
改
革
が
急
務
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
九
七

三
年
、
株
式
の
集
中
預
託
機
関
で
あ
る
Ｄ
Ｔ
Ｃ
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
各
証
券
市
場
に
分
か
れ
て
い
た
証
券
預
託
機
関
の
統
合
が

行
わ
れ
た
。
一
九
七
六
年
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
発
表
し
た"Street N

am
e Study"

に
お
い
て
も
、
米
国
の
証
券
預
託
制
度
に
お
い
て
は
、

物
理
的
な
株
券
の
移
動
を
必
要
と
せ
ず
に
証
券
取
引
を
促
す
証
券
会
社
等
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
の
活
用
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し

て
い
る

（
６
）。

そ
の
た
め
、
発
行
会
社
が
実
質
的
な
株
主
を
特
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
を
抑
制
す
る
よ
う
な
策

は
採
用
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
発
表
し
た"Staff report"

に
は
、
発
行
会
社
が
実
質
株
主
を
特
定
し
、
統
一
代
理
資
料
配
布

シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
た
め
に
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
がA

dvisory com
m
ittee

を
設
置
す
る
こ
と
が
勧
告
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

（
７
）。

一
九
八
二
年
、
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
のA

dvisory com
m

ittee

が
推
奨
し
た
株
主
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
組
み
の
一
部
と
し
て
、
一
九
八
三
年
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ

／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
仕
組
み
が
確
立
さ
れ
た

（
８
）。

③　

Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
を
巡
る
議
論

　

現
在
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
で
株
式
を
保
有
し
て
い
る
者
の
七
五
％
以
上
は
Ｏ
Ｂ
Ｏ
で
あ
る

（
９
）。

制
度
導
入
以
後
大
き
な
変
更
は

な
く
、
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
割
合
は
常
に
小
さ
い
。
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
制
度
は
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

制
度
設
立
後
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
制
度
の
改
正
を
望
む
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
起
こ
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ａ
や

Council of Institutional Investors

（
以
下
、
Ｃ
Ｉ
Ｉ
）
等
は
改
正
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
二
〇
一
〇
年
に
発
表
し
て
お
り
、
二

〇
二
一
年
八
月 Investm

ent Com
pany Institute

の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
書
を
発
表
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ

Ｏ
の
制
度
改
正
を
求
め
て
い
る
の
は
主
に
発
行
会
社
で
あ
り
、発
行
会
社
は
直
接
、よ
り
安
価
な
コ
ス
ト
で
、実
質
株
主
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
改
正
を
求
め
る
者
の
主
た
る
意
見
は
、「
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ

Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
区
別
を
撤
廃
し
、取
締
役
選
任
に
関
し
株
主
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
方
が
株
主
の
議
決
権
行
使
が
高
ま
り
、

コ
ス
ト
が
削
減
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
い
わ
れ
る
が
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
中
に
は
、
制
度
を
理
解
し
て
い
な
い
者

も
多
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
捉
え
方
も
株
主
に
よ
っ
て
異
な
る
。」（
二
〇
〇
六
年
の
Ｃ
Ｉ
Ｉ
調
査
）
と
す
る
も
の
や
、「
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ

の
情
報
は
、
発
行
会
社
の
み
な
ら
ず
、
他
の
投
資
家
も
閲
覧
で
き
る
た
め
、
フ
ァ
ン
ド
が
そ
の
情
報
を
利
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
懸
念
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
株
主
名
簿
を
見
て
も
、
実
質
株
主
が
特
定
で
き
な
い
と
い
う
状
況
は
発
行
会
社
の
み
な
ら
ず
、
株

主
提
案
や
委
任
状
合
戦
を
行
お
う
と
す
る
株
主
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
取
締
役
は
実
質
株
主
判
明
の
た
め
の
費
用
を
会
社
に
求

償
で
き
る
が
、
株
主
は
で
き
な
い
。」
等
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
の
違
い
を
廃
止
す
る
か
、
Ｎ
Ｏ

Ｂ
Ｏ
を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
制
度
改
正
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
一
方
で
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
か
ら
は
現
行
制



（42）

度
で
問
題
な
い
と
さ
れ
、
現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
改
正
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

４　

Ｓ
Ｅ
Ｃ　

Form
13F

①　

Form
13F

導
入
の
経
緯

　

米
国
に
お
い
て
、
実
質
株
主
を
特
定
す
る
二
つ
目
の
制
度
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
のF

orm
13F

で
あ
る
。
前
述
の
Ｏ
Ｂ
Ｏ
／
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
が
Ｄ

Ｔ
Ｃ
の
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、Form

13F

は
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法13F

に
基
づ
く
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
制
度
で
あ
る
。

　

一
九
六
八
年
、
議
会
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
市
場
お
よ
び
新
た
な
傾
向
を
分
析
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
一
九
七
一
年
Ｓ
Ｅ
Ｃ
はInstitutional 

Study

を
発
表
し
た）

10
（

。
こ
の
中
で
、
機
関
投
資
家
の
投
資
拡
大
や
市
場
に
与
え
る
影
響
を
鑑
み
る
と
、
証
券
保
有
と
活
動
に
関
す
る

タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
開
示
を
求
め
る
必
要
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た）

11
（

。
一
九
七
五
年
、
機
関
投
資
家
の
保
有
証
券
に
関
す
る
情
報
の
公

開
性
を
高
め
る
た
め
、証
券
取
引
所
法
第13F
を
導
入
す
る
法
改
正
が
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
誰
も
が
入
手
可
能
な
デ
ー

タ
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
証
券
市
場
の
健
全
性
に
対
す
る
投
資
家
の
信
頼
が
高
ま
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
量
保
有
報
告
書
制
度
が
持
分
割
合
（
五
％
以
上
）
基
準
に
よ
り
開
示
を
行
う
も
の
で
あ
る
一
方
、F

orm
13F

は
一
億
ド
ル
以
上

と
い
う
量
的
基
準
に
よ
り
開
示
を
求
め
る
制
度
で
あ
る
。

　

証
券
取
引
法13(f)

は
、13(d)(1)

に
定
め
る
種
類
の
持
分
証
券
を
最
近
一
二
ヶ
月
の
最
終
取
引
日
現
在
、
公
正
な
市
場
価
額
で
総
額

一
億
ド
ル
以
上
保
有
す
る
勘
定
に
関
し
て
投
資
裁
量
権
を
行
使
す
る
す
べ
て
の
機
関
投
資
管
理
人
（institutional investm

ent 

m
anager

、
自
ら
の
勘
定
で
証
券
を
売
買
す
る
主
体
、
具
体
的
に
は
銀
行
、
保
険
会
社
、
投
資
顧
問
、
投
資
会
社
、
基
金
等
を
指
す
）

は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
規
則
に
よ
り
定
め
る
様
式
の
報
告
書
（F

orm
13F

）
を
四
半
期
ご
と
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
月
期
決
算
の
発
行
会
社
の
場
合
、
三
月
、
六
月
、
九
月
、
一
二
月
末
日
よ
り
四
五
日
以
内
（
営
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業
日
で
は
な
く
暦
日
）
に
四
半
期
ご
と
の
保
有
銘
柄
状
況
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　
Form

13F

の
制
度
概
要

（
ｉ
）
制
度
の
目
的

　

F
orm

13F
の
制
度
導
入
の
目
的
は
、
機
関
投
資
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
投
資
活
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
証
券
市
場
に
与
え
る
影
響
の
検
討
を
容
易
に
す
る
こ
と
、
証
券
市
場
の
健
全
性
に
対
す
る
投
資
家
の
信
頼
を
高
め

る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
機
関
投
資
運
用
会
社
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
投
資
家
が
証
券
市
場
の

健
全
性
を
よ
り
信
頼
す
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

12
（

。

（
ⅱ
）
提
出
義
務
者

　

Form
13F

の
提
出
義
務
者
は
、
事
業
の
過
程
で
米
国
郵
便
（
ま
た
は
州
間
の
他
の
手
段
）
を
使
用
し
、13(f)

の
証
券
に
対
し
、
一

億
ド
ル
以
上
の
投
資
裁
量
権
を
行
使
す
る
機
関
投
資
家
（
米
国
の
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
係
る
一
任
運
用
資
産
が

一
億
ド
ル
以
上
の
機
関
投
資
家
）
で
あ
る）

13
（

。

　

管
理
下
に
あ
る
口
座
で
ど
の
有
価
証
券
を
売
買
す
る
か
を
決
定
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
他
の
誰
か
が
投
資
決
定

に
責
任
を
負
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
ど
の
有
価
証
券
を
売
買
す
る
か
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
投
資
裁
量
権
が
あ
る
と
す
る
。

Form
13F

レ
ポ
ー
ト
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
機
関
投
資
運
用
会
社
と
は
、
通
常
、
投
資
顧
問
、
銀
行
、
保
険
会
社
、
ブ
ロ
ー

カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
年
金
基
金
等
で
あ
る
。
銀
行
や
保
険
会
社
の
よ
う
に
自
己
勘
定
で
有
価
証
券
に
投
資
す
る
主
体
も
、
投
資
信

託
の
よ
う
に
他
人
の
利
益
の
た
め
に
投
資
す
る
主
体
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
民
間
主
体
、
公

的
年
金
基
金
や
政
府
系
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う
な
政
府
系
主
体
、
大
学
基
金
や
組
合
年
金
基
金
の
よ
う
な
中
間
に
位
置
す
る
機
関
も
含
ま

れ
る
。
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う
な
高
度
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
株
式
ト
レ
ー
ダ
ー
も
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う
な
パ
ッ
シ
ブ
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な
バ
イ
・
ア
ン
ド
・
ホ
ー
ル
ド
投
資
家
も
含
ま
れ
る
。
登
録
投
資
顧
問
業
者
も
未
登
録
投
資
顧
問
業
者
も
含
ま
れ
る
。
国
内
の
機
関

投
資
家
だ
け
で
な
く
、米
国
に
投
資
し
て
い
る
海
外
の
機
関
投
資
家
も
含
ま
れ
る
。
個
人
投
資
家
は
提
出
義
務
者
に
は
含
ま
れ
な
い
。

（
ⅲ
）
報
告
対
象
有
価
証
券

　

F
orm

13F
の
報
告
対
象
有
価
証
券
は
、
取
引
所
で
取
引
さ
れ
る
株
式
、
ま
た
は
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
で
取
引
さ
れ
る
株
式
、
株
式
オ

プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
株
式
ワ
ラ
ン
ト
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
エ
ン
ド
投
資
証
券
、
お
よ
び
そ
の
他
の
株
式
、
一
部
の
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権

で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
型
の
投
資
証
券
は
含
ま
れ
な
い
。

（
ⅳ
）
開
示
内
容

　

F
orm

13F

の
開
示
内
容
は
、
提
出
義
務
者
の
名
称
、
住
所
、
お
よ
び
報
告
対
象
の
証
券
ご
と
に
、
発
行
者
の
名
称
（
銘
柄
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）、
種
類
（
普
通
株
式
、
プ
ッ
ト
・
コ
ー
ル
オ
プ
シ
ョ
ン
、
ク
ラ
ス
Ａ
株
式
、
転
換
社
債
等
）、
証
券
識
別
番
号
（
Ｃ

Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ｐ
番
号
）、株
式
数
も
し
く
は
元
本
額
、公
正
な
市
場
価
額
に
よ
る
保
有
総
額
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
開
示
情
報
は
、単
純
な
デ
ー

タ
の
み
な
ら
ず
、
生
成
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
ど
の
株
主
が
一
年
、
三
年
、
五
年
、
一
〇
年
保
有
し
て
い
る
か
等
の
情
報
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
開
示
情
報
は
委
任
状
合
戦
等
に
利
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
五
〇
万
ド
ル
以
上
の
取
引
で
は
、
取

引
内
容
、
一
株
当
た
り
の
価
格
、
取
引
日
、
決
済
日
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
取
引
が
行
わ
れ
た
市
場
等
の
追
加
開
示
が
必
要
と
な
る
。

（
ⅴ
）
提
出
先
・
開
示
場
所

　

F
orm

13F

は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
提
出
さ
れ
る
。
証
券
取
引
所
法
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
当
該
報
告
書
に
含
ま
れ
た
情
報
を
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
定
め

た
形
式
に
よ
り
、
公
衆
に
対
し
て
、
妥
当
な
費
用
で
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ａ
Ｒ
上
に
開
示
さ
れ
、
公
衆
に
縦
覧
さ
れ
る
。
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（
ⅵ
）
提
出
期
限

　

F
orm

13F

の
提
出
期
限
は
四
半
期
の
最
終
日
よ
り
四
五
日
以
内
で
あ
る
。
取
引
か
ら
報
告
ま
で
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
例
え
ば
、

三
月
期
決
算
の
発
行
会
社
の
場
合
、
一
〇
月
一
日
に
一
億
ド
ル
以
上
を
取
得
し
て
も
報
告
が
な
さ
れ
る
の
は
二
月
一
五
日
と
な
り
、

四
ヶ
月
半
を
要
す
る
。

（
ⅶ
）
情
報
の
機
密
扱
い
請
求
・
不
開
示

　

機
関
投
資
家
は
、
一
定
の
場
合
、F

orm
13F

で
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
の
う
ち
、
特
定
の
情
報
を
機
密
扱
い
に
す
る
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
規
則24b-2

お
よ
び17C.F.R. 

§240.24b-2

）
ま
た
、Form

13F

で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
時
期
尚
早
に
一
般
に
公

開
す
る
と
、
競
合
他
社
に
進
行
中
の
投
資
戦
略
が
明
ら
か
に
な
り
、
競
争
上
の
地
位
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
機
密
、
商
業
ま
た
は
財
務
情
報
」
に
該
当
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
削
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
、
証
券
取
引
所
法13(f)(3)

、15U
.S.C.78m

(f)(3)

、
情
報
公
開
法
（Freedom

 of Inform
ation A

ct, 

Ｆ
Ｉ
Ｏ
Ａ
）
は
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
が13(f)(1)

に
基
づ
い
て
報
告
さ
れ
た
情
報
の
公
開
を
防
止
ま
た
は
最
長
一
年
、特
定
の
情
報
を
遅
延
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。

改
正
前
は
こ
の
請
求
を
紙
ベ
ー
ス
で
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
二
三
年
一
月
三
日
施
行
の
改
正
に
よ
り
、
電
子
デ
ー
タ
で

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③　

開
示
基
準
値
引
き
上
げ
の
改
正
提
案

（
ⅰ
）
改
正
提
案
の
概
要

　

一
九
七
八
年
に
導
入
さ
れ
たF

orm
13F

は
、
情
報
を
公
開
す
る
機
関
投
資
家
側
か
ら
も
、
閲
覧
利
用
す
る
投
資
家
か
ら
も
改
正

を
望
む
意
見
が
あ
っ
た
が
、
四
〇
年
以
上
大
き
な
変
更
な
く
運
営
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
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F
orm

13F

を
大
幅
に
変
更
す
る
改
正
提
案
が
提
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
開
示
基
準
値
（
閾
値
）
を
一
億
ド
ル
か
ら
三
五
憶
ド
ル
に

引
き
上
げ
る
案
で
あ
る
。
現
在
、F

orm
13F

を
提
出
す
る
義
務
の
あ
る
機
関
投
資
家
は
五
、〇
〇
〇
以
上
あ
り
、
改
正
提
案
が
可
決

さ
れ
る
と
そ
の
数
を
九
〇
％
以
上
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た）

14
（

。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
改
正
提
案
提
出
後
六
〇
日
間
の
コ
メ
ン
ト
期
間
を
設
定

し
意
見
を
求
め
た
が
、
各
方
面
か
ら
の
多
く
の
反
対
意
見
に
よ
り
、
改
正
は
頓
挫
し
た
。

（
ⅱ
）
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
改
正
理
由

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
改
正
を
提
案
す
る
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
目
の
理
由
は
、F

orm
13F

を
導
入
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た

一
九
七
五
年
か
ら
市
場
規
模
は
一
・
一
兆
ド
ル
か
ら
三
五
・
六
兆
ド
ル
と
三
〇
倍
以
上
拡
大
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
開

示
基
準
値
（
閾
値
）
は
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
度
、
同
じ
割
合
で
閾
値
を
引
き
上
げ
る
提
案
を
行
っ
た
。
二
つ

目
の
理
由
は
、小
規
模
な
提
出
義
務
者
に
対
す
る
コ
ス
ト
の
削
減
で
あ
る
。
現
在
のForm

13F

は
、「
小
規
模
な
」
一
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

当
た
り
年
間
約
一
五
、〇
〇
〇
〜
三
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
の
潜
在
的
な
節
約
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ニ
ン
グ
や
模
倣
行
為

等
「
小
規
模
な
」
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
間
接
的
な
コ
ス
ト
の
削
減
を
挙
げ
て
い
る
。

（
ⅲ
）
反
対
意
見

　

コ
メ
ン
ト
期
間
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
大
半
が
反
対
意
見
で
あ
っ
た）

15
（

。F
orm

13F

は
、
発
行
会
社
の
み
な
ら
ず
株
主
や
投
資
家

に
も
開
示
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
利
用
で
き
る
重
要
情
報
で
あ
り
、
開
示
基
準
を
引
き
上
げ
る
と
九
〇
％
の
機
関
投
資
家
が
提
出
を
免
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
市
場
の
透
明
性
を
害
す
る
と
す
る
も
の
や
、
ス
テ
ル
ス
株
主
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
活
動
が
増
加
す
る

懸
念
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
閾
値
に
は
、
消
費
者
物
価
上
昇
率
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
反
映
す
る
と
三
五
憶
ド
ル
で

は
な
く
、
四
億
五
千
万
ド
ル
と
な
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
寄
せ
ら
れ
た）

16
（

。

　

現
在
のF

orm
13F

は
大
、
中
規
模
の
会
社
の
株
主
の
実
態
は
把
握
で
き
て
い
る
が
、
小
規
模
の
株
主
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。
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改
正
案
で
は
そ
の
差
が
拡
大
す
る
。
つ
ま
り
、
大
規
模
な
会
社
の
株
主
が
特
定
で
き
な
く
な
る
程
度
よ
り
も
ず
っ
と
、
小
規
模
の
発

行
会
社
の
株
主
が
特
定
で
き
な
く
な
る
程
度
が
大
き
い
。（
時
価
総
額
の
大
き
い
会
社
で
は
特
に
）
規
模
の
小
さ
い
投
資
家
を
把
握

す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
大
口
投
資
家
を
優
遇
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。

　

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
、Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals

、N
ational Investor 

Relations Institute
が
二
〇
一
三
年
に
提
出
し
た13(f)

の
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
請
願
書
等
、
か
ね
て
よ
り
批
判
が
あ
っ
た
四
半
期

最
終
日
の
四
五
日
以
内
と
い
う
タ
イ
ム
ラ
グ
を
改
善
す
る
改
正
（
例
え
ば
提
出
の
頻
度
を
増
や
す
こ
と
や
、
四
五
日
を
短
縮
し
、
二

営
業
日
以
内
に
報
告
す
る
等
）
は
提
案
さ
れ
て
い
な
い）

17
（

。
一
九
七
五
年
の
制
度
導
入
の
際
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
ー
ム
で
登
録
さ
れ
て

い
る
た
め
株
主
名
簿
で
は
判
明
で
き
な
い
実
質
株
主
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
改
正
案
は
そ
の
効
力
を
著
し

く
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
あ
る）

18
（

。

　

今
回
の
改
正
案
に
対
す
る
反
対
意
見
で
は
な
い
が
、F

orm
13F

の
重
要
性
を
説
く
も
の
の
中
に
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
も

の
が
あ
る）

19
（

。F
orm

13F

は
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
、
株
主
提
案
、
集
団
訴
訟
に
お
い
て
取
締
役
と
株
主
の
和
解

を
促
進
す
る
。
株
主
総
会
の
取
締
役
選
任
議
案
に
関
し
て
も
、
取
締
役
が
株
主
に
、
議
案
を
提
出
し
た
株
主
が
そ
の
他
の
株
主
に
働

き
か
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
、
発
行
会
社
と
株
主
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
株
主
間
の
協
調
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、F

orm
13F

は
議
決
権
行
使
や
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
活
動
に
関
し
て
株
主
間
の
情
報
共
有
や
そ
の

他
の
協
調
を
可
能
に
す
る
。

５　

お
わ
り
に

　

日
本
の
証
券
振
替
制
度
は
、
直
接
株
主
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
直
接
方
式
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
日
本
版
マ
ス
タ
ー
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ト
ラ
ス
ト
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、日
本
に
お
い
て
も
株
主
名
簿
に
よ
っ
て
実
質
株
主
を
特
定
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
、

直
接
株
主
を
把
握
で
き
る
制
度
を
導
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
他
の
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
株
主
名
簿
か
ら
で
は
実

質
株
主
を
把
握
し
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

金
融
審
議
会
「
公
開
買
付
制
度
・
大
量
保
有
報
告
書
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
令
和
五
年
一
二
月
二
五
日
報
告
の
三
つ
目

の
テ
ー
マ
「
実
質
株
主
の
透
明
化
に
つ
い
て
」
に
関
し
て
は
、
前
の
二
つ
の
テ
ー
マ
と
や
や
性
質
を
異
に
す
る
議
論
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
三
つ
の
テ
ー
マ
と
も
に
、
発
行
会
社
が
「
自
社
の
株
主
を
誰
が
保
有
し
て
い
る
の
か
」
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
共
通
す
る
。
当
該
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
議
論
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
、
つ
ま
り
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
、
発
行
会
社
に
実

質
株
主
を
調
査
す
る
権
限
を
付
与
す
る
方
法
に
賛
成
意
見
が
多
か
っ
た
。

　

発
行
会
社
が
自
社
の
実
質
株
主
を
把
握
し
た
い
と
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
制
度
の
方
が
目
的
達
成
と

合
致
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
米
国
型
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
（
発
行
会
社
が
開
示
請
求
を
し
な
く
と
も
）
一
定
の
閾

値
を
超
え
れ
ば
一
般
公
衆
に
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
議
論
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
制
度
に
賛
成
し
た
と

し
て
も
、
一
般
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
は
賛
成
が
多
か
っ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
型
実
質
株
主
制
度
の
導
入
は
、
発
行
会
社
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
株
主
に
と
っ
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
株
主
に
は
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
権
（
会
社
法
一
二
五
条
第
二
項
）
が
あ
る
が
、
現
行
日
本
の
株
主
名
簿
を
閲
覧
し
て

も
実
質
株
主
が
特
定
で
き
な
い
の
は
、
発
行
会
社
も
株
主
も
同
じ
で
あ
る
。
実
質
株
主
の
透
明
性
の
確
保
が
発
行
会
社
に
と
っ
て
の

み
の
制
度
で
は
な
く
、
株
主
に
と
っ
て
も
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
に
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
発
行
会
社
に
よ
る

実
質
株
主
開
示
請
求
制
度
を
導
入
す
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
株
主
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
株
主
が
、
発
行
会
社
が
入
手
し
た
情
報

を
有
効
に
活
用
で
き
る
等
、
株
主
に
と
っ
て
も
有
用
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
開
示
制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
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る
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